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地域密着型サービス事業所の「運営推進会議」について 

 

１「運営推進会議」とは 

 地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し提供してい

るサービス等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの

質を確保することを目的として設置するものです。 

 

２ 開催頻度 

 

サービス種別 開催頻度 

地域密着型通所介護 6カ月に 1回 

小規模多機能居宅介護支援 2カ月に 1回 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 2カ月に 1回 

看護小規模多機能型居宅介護支援 2カ月に 1回 

 

３ 構成員 

・利用者や利用者の家族  

・地域住民の代表（町内役員、民生委員、老人クラブの代表者など） 

・有識者 

・市町村職員 

・地域包括支援センター職員 等 

 

４ 令和 4年度 運営推進会議の実施状況 

 

サービス種類 開催 未開催※ 計 

地域密着型通所介護 6 6 12 

小規模多機能型居宅介護 3 0 3 

認知症対応型共同生活介護 6 1 7 

看護小規模多機能型居宅介護 1 0 1 

合計 16 7 23 

 

    ※未開催の理由 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を見合わせた。 

 

 

 

 



 

 

５ 令和 5年度 運営推進会議の実施予定 

 

サービス種類 対面式 紙面 方法未定 開催しない 計 

地域密着型通所介護 5 2 5 0 12 

小規模多機能型居宅介護 3 0 0 0 3 

認知症対応型共同生活介護 6 0 2 0 8 

看護小規模多機能型居宅介護 1 0 0 0 1 

合計 15 2 7 0 24 

 

６ 合同開催の希望 

 

サービス種類 希望する 希望しない その他※ 計 

地域密着型通所介護 1 9 2 12 

小規模多機能型居宅介護 2 1 0 3 

認知症対応型共同生活介護 2 6 0 8 

看護小規模多機能型居宅介護 0 1 0 1 

合計 5 17 2 24 

※「その他」の内容 

 ・将来的には合同開催を考えたい。 

 ・合同開催は行いたいと思うがコロナ感染症の状況により、合同での開催は難しい場合 

がある。 


